
議案第２１号 財産の処分について

１．処分する財産： 土地 ２０，９３１．９４㎡

参考資料 財産管理室

２．売却価格：１２１，０００，０００円

＜内 訳＞

４．売却の相手方： 交野市星田４丁目１６番５号
株式会社 野村工務店
代表取締役 野村 健二

議案書６９P～７０P

土地所在 地目 面積（㎡）

交野市大字星田５０９８番８ 宅地 ３８４．０３

交野市大字星田５０９８番１５ 宅地 ５３２．８７

交野市大字星田５１０７番８ 山林 ３，６００．９９

交野市大字星田５０９１番１ 宅地 ２，４５５．５２

交野市大字星田５０９１番６ 宅地 ４，９８３．０５

交野市大字星田５０９１番７ 宅地 ４１８．０６

交野市大字星田５０９２番１ 山林 ５７８．６９

交野市大字星田５０９２番２ 山林 ６，６３７．９２

交野市大字星田５０９８番１０ 宅地 １，３４０．８１

合 計 ２０，９３１．９４

３．仮契約締結日： 令和６年１月３１日

５．契約の方法： 金額だけではなく、提案内容等も含め総合的な評価を行うため、公募型プロポーザル方式により事業者
を選定した
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売却対象範囲
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